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児童福祉法 

発令  ：昭和22年12月12日法律第164号 

最終改正：令和6年6月26日号外法律第69号 

改正内容：令和6年6月26日号外法律第69号[令和６年６月26日] 

 

〔児童発達支援センター〕 

第四十三条 児童発達支援センターは、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関

として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発

達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対し、相談、

専門的な助言その他の必要な援助を行うことを目的とする施設とする。 


